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 次のとおり総合評価一般競争入札に付します。 

平成30年８月21日 

                                    愛知県知事 大 村 秀 章  

１ 調達内容 

⑴ 事業名称 

愛知県営上和田住宅ＰＦＩ方式整備事業 

⑵ 事業場所 

愛知県営上和田住宅（岡崎市上和田町字荒野18ほか） 

⑶ 事業概要 

ア 事業方式 

 本事業は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下

｢ＰＦＩ法｣という。）に基づき、事業者のうちＰＦＩ法第８条第１項の規定により特定事業を実施する民間事業

者として選定された者が自らの提案をもとに施設の設計及び建設を行った後、県に施設の所有権を移転する方

式（BT：Build Transfer）により整備を行うものです。 

イ 契約期間 

契約締結日から平成33年９月まで 

ウ 事業範囲 

入札説明書等で示す事業範囲とします。 

２ 競争参加資格 

応募グループ及びその構成員の参加要件及び資格要件は次のとおりとします。

⑴ 応募グループ及び構成員の参加要件 

構成員はいずれも、参加申込書及び入札参加資格審査申請書等（以下｢参加書類｣という。）の受付時において、

次に掲げる要件を満たすこととします。

なお、構成員は、他の応募グループの構成員として本入札に参加できません。 

また、応募グループは参加書類において、代表企業名、本事業に係る業務に携わる各構成員の企業名及び携わる

業務を明記し、必ず代表企業が応募手続を行ってください。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

イ 愛知県会計局指名停止取扱要領又は愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基づく指名停止を受けていない者

であること。

ウ ＰＦＩ法第９条に示される欠格事由に該当しない者であること。

エ 「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成24年6月29日付け愛知県知事等・愛

知県警察本部長締結）及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置

を受けていない者であること。

オ 会社更生法（平成14年法律第154 号）第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者又は

民事再生法（平成11年法律第225 号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定

を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続

開始の申立てをなされなかった者とみなします。

カ 本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人又はその子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第

３号及び会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第３条の規定による子会社をいう。）及びこれらの者と

資本関係若しくは人的関係において関連がある者として別に入札説明書等で定める者でないこと。

なお、本事業のアドバイザリー業務に関わっている法人は次に示すとおりです。
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・株式会社地域計画建築研究所 

・株式会社地域経済研究所 

・弁護士法人御堂筋法律事務所 

キ 県が設置する愛知県営上和田住宅ＰＦＩ方式整備事業に関する事業者選定委員会の委員が属する企業又はそ

の企業と資本関係若しくは人的関係において関連がある者でないこと。

ク 構成員と他の応募グループの構成員の間に、別に入札説明書等で定める資本関係又は人的関係がないこと。

⑵ 構成員の資格要件 

構成員は、参加書類受付時において、次の要件を満たすこととします。 

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施できるものとします。

ア 設計業務に当たる企業

設計業務に当たる企業は、次の(ｱ)から(ｶ)の要件を満たしていること。なお、複数の企業で業務を分担する場

合には、すべての企業が次の要件を満たしていること。

(ｱ) 平成30年度及び平成31年度愛知県建設部入札参加資格者名簿（以下「参加者名簿」という。）に登録され

ていること。

(ｲ) 参加者名簿に登録されている営業所の所在地が愛知県内にあること。 

(ｳ) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定による一級建築士事務所として登録を行っていること。 

(ｴ) 元請けとして、過去15年間（平成15年４月１日から入札参加資格の審査申請の前日まで。以下同じ。）に

次のａ又はｂに係る建築士法第２条第５項の設計業務を完了した実績があること。なお、設計共同体としての

実績はその代表構成員としての実績に限る。 

ａ 鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 

ｂ 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 

(ｵ) 設計業務に当たる企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、一級建築士である管理技術者（設計業務の技

術上の管理等を行う者をいう。）を配置できること。なお、配置期間は、設計業務が完了するまでとする。

(ｶ) (ｵ)により配置する管理技術者は、過去15年間に建築士として携わった(ｴ)に掲げる設計業務と同じ実績を

有していること。

イ 建設業務に当たる企業 

(ｱ) 建設業務に当たる企業は、次のａからｃの要件を満たす者がそれぞれ１者以上参加すること。 

ａ(a) 参加者名簿に登録されている営業所の所在地が愛知県内にあり、当該営業所で建築工事業を営んでい

ること。なお、営業所には、主たる営業所（建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく建設業の許可

（変更許可を含む。）申請時に届け出たものをいう。以下ｂ及びｃ並びに(ｲ)において同じ。）を含む。

(b) 参加者名簿において認定された建築工事業の総合点数が1,220点以上であること。 

ｂ(a) 参加者名簿に登録されている営業所が主たる営業所であり、かつ、当該営業所の所在地が愛知県内にあ

り、当該営業所で建築工事業を営んでいること。 

(b) 参加者名簿において認定された建築工事業の総合点数が920点以上であること。 

ｃ(a) 参加者名簿に登録されている営業所が主たる営業所であり、かつ、当該営業所の所在地が西三河建設事

務所管内にあり、当該営業所で建築工事業を営んでいること。 

(b) 参加者名簿において認定された建築工事業の総合点数が730点以上920点未満であること。 

(ｲ) 建設業務に当たる企業は、次のａからｈの要件を満たしていること。 

ａ 参加者名簿に登録されていること。 

ｂ 建設業法第３条第１項の規定による建築工事業についての特定建設業の許可を受けていること。 

ｃ 元請けとして、過去15年間に次の(a)又は(b)を完成した実績があること。なお、共同企業体の構成員と

しての参加資格施工実績は、出資比率が20％以上の工事に限る。 

(a) 鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 

(b) 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 
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ｄ 建築工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習会修了証を有する者を建設業法第26条に定め 

る監理技術者（以下「監理技術者」という。）として専任として配置できること。なお、(ｱ)ａに該当する

企業は、工事の全期間監理技術者を専任で配置すること。

ｅ 配置する監理技術者は、過去 15 年間にｃに掲げる工事を監理技術者、建設業法第 26 条に定める主任技

術者又は現場代理人として従事した経験を有するものであること。なお、工事の途中で交代のあった場合

は、工期の半分以上かつ完了時までに従事した場合の実績は認める。 

ｆ 配置する監理技術者は、建設業務に当たる企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があること。 

ｇ 電気工事に従事する企業が参加するときは、参加者名簿において認定された電気工事業の総合点数が870 

点以上の者であること。なお、ｂ及びｄについては「建築工事業」を「電気工事業」と、ｃについては「建

築物の新築又は増築工事」を「建築物の新築又は増築工事に係る電気工事」とそれぞれ読み替えた要件を満

たしていること。 

ｈ 管工事に従事する企業が参加するときは、参加者名簿において認定された管工事業の総合点数が 860 点

以上の者であること。なお、ｂ及びｄについては「建築工事業」を「管工事業」と、ｃについては「建築物

の新築又は増築工事」を「建築物の新築又は増築工事に係る給排水工事」とそれぞれ読み替えた要件を満た

していること。 

ウ 工事監理業務に当たる企業 

工事監理業務に当たる企業は、次の(ｱ)から(ｷ)の要件を満たしていること。なお、複数の企業で業務を分担 

する場合には、すべての企業が次の要件を満たしていること。 

(ｱ) 参加者名簿に登録されていること。 

(ｲ) 参加者名簿に登録されている営業所の所在地が愛知県内にあること。 

(ｳ) 建築士法第23条の規定による一級建築士事務所として登録を行っていること。 

(ｴ) 元請けとして、過去15年間に次のａ又はｂの工事で、引渡しが完了した工事に係る工事監理業務の実績が

あること。なお、工事監理共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限るものとする。 

ａ 鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 

ｂ 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の新築又は増築工事 

(ｵ) 工事監理業務に当たる企業と直接的かつ恒常的に雇用関係があり、一級建築士である管理技術者（工事監理

業務の技術上の管理等を行う者をいう。）を配置できること。 

(ｶ) (ｵ)により配置する管理技術者は、建築物の工事期間中は専任とすること。 

(ｷ) (ｵ)により配置する管理技術者は、過去15年間に建築士として携わった(ｴ)に掲げる工事監理業務と同じ実

績を有していること。 

エ 構成員の変更 

 構成員が、参加書類受付日から落札者の決定前までに⑴又は⑵アからウのいずれかの要件を欠くこととなっ

た場合は失格とすることがあります。なお、参加書類受付以降、構成員の変更は認めません。ただし、代表企業

を除く構成員については、県が認めた場合に限り、変更することができます。 

３ 入札説明書等の公表方法等 

⑴ 入札説明書等の公表方法 

愛知県建設部建築局公営住宅課のウェブページ（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/koeijutaku/kamiwadapfi.html）におい

て、平成30年８月21日（火）から公表します。 

⑵ 参加書類の提出 

ア 期間 

平成30年９月25日（火）から平成30年10月５日（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで 

イ 場所 

愛知県建設部建築局公営住宅課 
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名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号460－8501） 

ウ 方法 

持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県建設部建築局公営住宅課計画・指導グル

ープに平成30年10月５日（金）午後５時までに必着とします。 

⑶ 入札及び開札の予定日時及び場所等 

ア 日時 

平成30年11月20日（火） 午後２時 

イ 場所 

愛知県自治センター地下２階 愛知県入札室 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号460－8501） 

ウ 入札書の提出方法 

持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県建設部建築局公営住宅課計画・指導グル

ープに平成30年11月19日（月）午後５時までに必着とします。 

⑷ 事業提案書の提出 

ア 日時 

平成30年11月20日（火） 午後２時まで 

イ 場所 

愛知県自治センター地下２階 愛知県入札室 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号460－8501） 

ウ 方法 

持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県建設部建築局公営住宅課計画・指導グル

ープに平成30年11月19日（月）午後５時までに必着とします。 

⑸ 問合せ先 

愛知県建設部建築局公営住宅課計画・指導グループ 

名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（郵便番号460－8501） 

電話（052）954－6573 

４ 落札者の決定方法 

入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法施行令第167条の10の

２第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定します。 

また、落札者決定基準については、入札説明書等で示します。 

５ その他 

⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び通貨は円に限ります。 

⑵ 入札保証金 

免除します。 

⑶ 入札の無効 

愛知県財務規則（昭和39 年愛知県規則第10 号）第152 条（入札の無効）の規定に該当する入札は、無効とし

ます。 

⑷ 契約書作成の要否 

要 

⑸ その他 

詳細は、入札説明書等によります。 


